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 当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①

②

③

④

（日本産業規格　Ａ列４番）

（第１面）

特別管理産業廃棄物処理計画書

静岡県藤枝市高柳2500番地

中外製薬工業㈱
藤枝工場長　小山　嘉一朗

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

054-635-2311

事 業 場 の 名 称 中外製薬工業株式会社 藤枝工場

事 業 場 の 所 在 地 静岡県藤枝市高柳2500番地

計 画 期 間 2024年4月1日～2025年3月31日

事 業 の 種 類 化学工業（医薬品製造業）

事 業 の 規 模 売上高93,476百万円（中外製薬工業㈱2023年1-12月実績）

従 業 員 数

　＜2024年6月1日現在＞
　　藤枝事業所全体：493名
　　　　　　　　 ・藤枝工場：293名
　　　　　　　　 ・生産QA部：50名
　　　　　　　　 ・デジタルエンジニアリング部：21名
　　　　　　　　 ・生産技術研究部：27名
　　　　　　　　 ・品質研究部：102名
　　中外製薬工業全体：1,592名

特別管理産業廃棄物　
の一連の処理の工程

「別紙2のとおり」

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物
の減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。



特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度（令和　 5 年度）実績】

t t

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

（第２面）

特別管理産業廃棄物の種類 燃えやすい廃油
ph12.5以上の廃アルカ

リ

排　　　出　　　量 193.07 360.807

医薬品成分中の高活性物質による人体への影響を考慮して、該当物質
は全量焼却処分を実施している。また、高活性物質が含有される廃ア
ルカリを50倍濃縮し大幅に減量化した後に焼却処分を実施している。

特別管理産業廃棄物の種類 燃えやすい廃油
ph12.5以上の廃アルカ

リ

排　　　出　　　量 700 500

・これまで濃縮後の廃液（廃アルカリ）と濃縮設備洗浄液（強アルカリ）との
廃液を混合（混合後は強アルカリ）して産業廃棄物処理に委託していたが、そ
れぞれを単独で廃棄処理できないか検討を進め、特別管理産業廃棄物（強アル
カリ）量を削減する運用について2025年より実行予定である。また、一部の有
機系廃液の資源活用等についても継続検討中である。

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

医薬品に含まれる高活性物質による人体への影響を考慮して、該当物質が含ま
れる廃液は全量を廃水処理設備にて50倍濃縮処理し、専用の廃液タンクに分別
保管した後に焼却処分を委託している。廃棄物の計量証明を取得し適正な管理
搬出に務めている。

(今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

現状記載事項を継続する。また、優良認定取得業者，再生利用業者，熱源回収
認定業者並びに再資源化対応を可能な範囲で推進していく。

 ①現状

 ②計画

①現状

②計画

工場長

総務G、業務G、施設G、製造１～９G、生産QA部、生産技術研究部、品質研究部、デジタルエンジニアリング部

環境管理責任者

環境事務局

特別管理産業廃棄物処理責任者

産業廃棄物処理責任者

統括マネジャー

※ 事業所内の全職場から代表者が集まる
　「EHS委員会」を1回/月で開催中。

※ 廃棄物管理運用，処理実績等の案内や
　 報告も当該委員会で取扱っている



自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度（令和4年度）実績】再生利用なし「別紙１のとおり」　

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】　「別紙１のとおり」

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度（令和4年度）実績】中間処理なし　「別紙１のとおり」

t ｔ

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】中間処理なし　「別紙１のとおり」

t t

t t

（今後実施する予定の取組 ）

（第３面）

特別管理産業廃棄物の種類 ― ―

自 ら 再 生 利 用 を 行 っ た
特別管理産業廃棄物の量 0 0

該当する廃棄物なし

特別管理産業廃棄物の種類 ― ―

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
特別管理産業廃棄物の量 0 0

該当する廃棄物なし

特別管理産業廃棄物の種類 ― ―

自 ら 熱 回 収 を 行 っ た
特別管理産業廃棄物の量 0 0

自ら中間処理により減量した
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 量 0 0

該当する廃棄物なし

特別管理産業廃棄物の種類 ― ―

自 ら 熱 回 収 を 行 う
特別管理産業廃棄物の量 0 0

自ら中間処理により減量する
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 量 0 0

該当する廃棄物なし

①現状

②計画

①現状

②計画



自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項

【前年度（令和4年度）実績】対象となる廃棄物なし「別紙１のとおり」　

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】　対象となる廃棄物なし「別紙１のとおり」

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（令和５年度）実績】「別紙１のとおり」

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

（これまでに実施した取組）

（第４面）

特別管理産業廃棄物の種類 ― ―

自 ら 埋 立 処 分
を 行 っ た
特別管理産業廃棄物の量

0 0

該当する廃棄物なし

特別管理産業廃棄物の種類 ― ―

自 ら 埋 立 処 分
を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

0 0

該当する廃棄物なし

特別管理産業廃棄物の種類 燃えやすい廃油
ph12.5以上の廃アルカ

リ

全 処 理 委 託 量 193.07 360.807

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量 28.15 0.347

再生利用業者への
処 理 委 託 量

0.000 0

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

4.020 0

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

0 0

医薬品成分中の高活性物質による人体への影響を考慮して、該当物質
は全量焼却処分を実施している。廃アルカリの減圧濃縮による減量化
を実施。また、燃えやすい廃油の再生利用業者への処理委託量を増加
させるとともに、環境負荷低減を目的として2018年5月より、燃えやす
い廃油並びにph12.5以上の廃アルカリから生じる全ての焼却灰を再資
源化対応する契約へと切り替えた（以降、特別管理産業廃棄物由来の
埋立処分は一切発生していない）。                                                                            

①現状

②計画

①現状



自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項

【前年度（令和4年度）実績】対象となる廃棄物なし「別紙１のとおり」　

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】　対象となる廃棄物なし「別紙１のとおり」

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（令和5年度）実績】「別紙１のとおり」

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

（これまでに実施した取組）

（第４面）

特別管理産業廃棄物の種類 ― ―

自 ら 埋 立 処 分
を 行 っ た
特別管理産業廃棄物の量

0 0

該当する廃棄物なし

特別管理産業廃棄物の種類 ― ―

自 ら 埋 立 処 分
を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

0 0

該当する廃棄物なし

特別管理産業廃棄物の種類 ph2.0以下の廃酸

ph2.0以下の廃酸(有害）
ph12.5以上の廃アルカリ(有害)

燃えやすい廃油(有害)
汚泥(有害)

全 処 理 委 託 量 1.946 0.567

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量 1.946 0.567

再生利用業者への
処 理 委 託 量

0 0 

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

0 0 

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

0 0 

医薬品成分中の高活性物質による人体への影響を考慮して、該当物質
は全量焼却処分を実施している。また、環境負荷低減に向け、埋立処
理をせずに再資源化するよう関係業者との契約を見直した。2018年5月
より、当工場の特別管理産業廃棄物における再資源化対応率は100%と
なっている。

①現状

②計画

①現状



【目標】優良認定取得業者への処理委託量および再資源化の維持

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

【前年度（令和5年度）実績】　「別紙１のとおり」

（今後実施する予定の取組等）

　　※事務処理欄

（第５面）

特別管理産業廃棄物の種類 燃えやすい廃油
ph12.5以上の廃アルカ

リ

全 処 理 委 託 量 700 500

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量 700 50

再生利用業者への
処 理 委 託 量

0 0

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

25 25

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

0 0

年間廃棄物処理費用の中で優良認定取得業者への処理委託を継続し、
且つ、再資源化対応率99%以上を維持する。一方で、廃液排出量の多い
新規開発品製造が増えていているため今後の廃液量は増加する見通し
だが、将来的に資源化回収(廃液の有価買取等)させ廃棄物量削減させ
る新たな処理プロセスや特別管理産業廃棄物を発生させない分別運用
の検討を継続していく。

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物

排 出 量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）

弊社は既に電子マニフェストを導入済みであり、全ての特別管理産業
廃棄物を電子マニフェストで処理している。今年度も同様に、継続使
用していく。

電子情報処理組織の使用
に関する事項

556.39 ｔ

②計画



【目標】優良認定取得業者への処理委託量および再資源化の維持

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

【前年度（令和5年度）実績】　「別紙１のとおり」

（今後実施する予定の取組等）

　　※事務処理欄

（第５面）

特別管理産業廃棄物の種類 ph2.0以下の廃酸

ph2.0以下の廃酸(有害）
ph12.5以上の廃アルカリ(有害)

燃えやすい廃油(有害)
汚泥(有害)

全 処 理 委 託 量 15 10

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量 15 10

再生利用業者への
処 理 委 託 量

0 0

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

0 0

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

0 0

新棟建設や新規開発品製造において、強酸廃液のスポット的な想定さ
れるため当該廃液量は一時的に増える可能性がある。一方で、発生し
た廃液の適正処理はこれまで同様に徹底させ、特別管理産業廃棄物に
おける再資源化対応率は100%を維持する。

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物

排 出 量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）

弊社は既に電子マニフェストを導入済みであり、全ての特別管理産業
廃棄物を電子マニフェストで処理している。今年度も同様に、継続使
用していく。

電子情報処理組織の使用
に関する事項

556.39 ｔ

②計画



（第６面）
備考
　１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

　２　当該年度の６月30日までに提出すること。

　３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入する
　　　こと。
　(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
　(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請
　　完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ
　　事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
　(3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了
　　するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む｡)を記入するこ
　　と。

　４　「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の
　　種類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管
　　理産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、
　　目標及び取組を記入すること。

　５　「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の
　　種類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業
　　廃棄物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入するこ
　　と。

　６　「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ご
　　とに、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び
　　清掃に関する法律施行令（以下「令」という。）第６条の14第２号に該当する者）への処理
　　委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関す
　　る法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定
　　熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実
　　績、目標及び取組を記入すること。

　７　「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生
　　量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を
　　除く。）を記入すること。その量が50トン以上の者にあっては、今後の電子情報処理組織の使
　　用に関する取組等（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関
　　する法律施行規則第８条の31の４に該当するときは、その旨及び理由を含む。）について記入
　　すること。

　８　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙の
　　とおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理
　　産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入
　　し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべ
　　き事項がないときは、「―」を記入すること。

　９　※欄は記入しないこと。



2023年実績

2024年目標

（別紙‐１）

項目 2023年度実績値
①排出量 556.39 t
②＋⑧自ら再生利用を行った量 0.000 t
⑤自ら熱回収を行った量 0.000 t
⑦自ら中間処理により減量した量 0.000 t
③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った量 0.000 t
⑩全処理委託量 556.39 t
⑪優良認定処理業者への処理委託量 31.01 t
⑫再生利用業者への処理委託量 0.000 t
⑬熱回収認定業者への処理委託量 4.02 t

項目 2024年目標値
①排出量 1225 t
②＋⑧自ら再生利用を行った量 0 t
⑤自ら熱回収を行った量 0 t
⑦自ら中間処理により減量した量 0 t
③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った量 0 t
⑩全処理委託量 1225 t
⑪優良認定処理業者への処理委託量 775 t
⑫再生利用業者への処理委託量 0 t
⑬熱回収認定業者への処理委託量 50 t

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量 0.000 t

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量 0 t



別紙‐２ 　（特別管理）　産業廃棄物発生フローシート

発生産業 特別管理 試験検査
廃棄物名 産業廃棄物 成績書の
（性状等） 該当・非該当 有無

梱包材・ラベル・添付文章・個装箱 廃プラスチック類 非該当 非該当 焼却又は燃料化
ポリ袋、ＰＴＰ包装（薬品付着） 廃プラスチック類 非該当 非該当 溶融

破砕
原料容器（ファイバードラム） 廃プラスチック類 非該当 非該当 切断

圧縮
溶媒原料（ドラム缶） 引火性廃油 該当 有 焼却又は燃料化

排水処理場清掃時、発生 廃酸 非該当 有 中和
排水処理場清掃時、発生 廃アルカリ 非該当 有 中和
屋外廃油タンク(高活性扱い） 引火性廃油 該当 有 焼却

屋外廃油タンク 引火性廃油 該当 有 燃料化
薬液タンク清掃及び薬液 強酸 該当 有 中和

タンク抜取り 強アルカリ 該当 有 中和
機械類、油入れ替え 廃油（機械油） 非該当 有 油水分離
ＥＤ廃液ﾄﾞﾗﾑ缶（高活性) 引火性廃油 該当 有 焼却
固形剤廃水処理設備 廃油（浮上油） 非該当 有 焼却
固形剤廃水処理設備 強アルカリ 該当 有 焼却
固形剤生産設備(ｴﾀﾉｰﾙ) 引火性廃油 該当 有 焼却
固形剤生産設備(食用油) 廃油 非該当 有 焼却

屋外廃酸タンク 強酸 該当 有 中和
排水処理場及び設備、タンク 汚泥 非該当 有 天日乾燥

各、槽清掃時発生 脱水
製造ライン及び清掃汚泥 汚泥・廃油 非該当 有 焼却
製造ラインから発生 汚泥（シリカゲル） 非該当 有 焼却

品質研究部から微生物試験にて発生 汚泥（寒天培地） 非該当 有 焼却
製造ライン～錠剤原料廃棄 汚泥（廃製品） 非該当 非該当 焼却
原料残（精製白糖等・・） 汚泥 非該当 非該当 焼却
灯油類、溶剤類混入 引火性廃油 該当 有 油水分離

焼却
試験残，廃棄試薬（汚泥） 汚泥 非該当 有 焼却
試験廃液，廃棄試薬（廃油） 廃油 非該当 有 焼却

試験廃液，廃棄試薬（引火性廃油） 引火性廃油 該当 有 焼却
試験廃液，廃棄試薬（廃酸、廃アルカリ） 廃酸、廃ｱﾙｶﾘ 非該当 有 焼却
試験廃液，廃棄試薬（強酸、強アルカリ） 強酸、強ｱﾙｶﾘ 該当 有 中和

試験廃液，廃棄試薬（有害） 汚泥，強酸，廃油， 該当 有 中和，凝集沈殿，
引火性廃油 焼却，その他

設備解体他、樹脂付属物 金属くず 非該当 非該当 破砕
金属屑（薬品付着） 金属くず 非該当 非該当 溶融
輸送用廃パレット廃棄 木くず 非該当 非該当 破砕
試薬瓶（薬品付着） ガラスくず 非該当 非該当 溶融
廃容器など・・・ ガラス・コンクリート 非該当 非該当 破砕

及び陶磁器くず

厨房ｸﾞﾘｽﾋﾟｯﾄ汚泥 汚泥 非該当 有 天日乾燥

事業活動の
内容

産業廃棄物の発生工程 処理・処分方法
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